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平成27年度から適用される住民税（特別区民税・都民税）、軽自動車税の主な改正点

税についての問合せ先

■区税（特別区民税・都民税、住民税の住宅ローン控除、軽自動車税など）
　区民部税務課（区役所2階）
　

▲

口座振替（自動払込） ‹5608－6133（税務係）
　

▲

課税（非課税）証明書・納税証明書 ‹5608－6008（税務係）
　

▲

軽自動車税 ‹5608－6134（税務係） 
　

▲

申告、課税額、住民税の住宅ローン控除等 ‹5608－6135（課税係）
　

▲

納税相談 ‹5608－6142（納税係）
　＊月曜日～金曜日午前8時半～午後5時（祝日、12月29日～ 1月3日を除く）

　住宅借入金等特別税額控除（住宅
ローン控除）の対象期間が、4年間

（平成 26 年 1 月 1 日～ 29 年 12 月
31日）延長され、その期間のうち、

26年4月1日～ 29年12月31日に
居住を開始した方については、控除
限度額が下表のとおり拡充されます。

　地方税法の改正に伴い、平成27
年度から軽自動車税の税率が変わり

　上場株式等の配当所得および譲渡
所得等に係る10％軽減税率（所得税
7％、住民税3％）の特例措置は、平
成25年12月31日をもって廃止さ

ます（内容が変更となる場合があり
ます）。

住宅借入金等特別税額控除の延長および拡充 軽自動車税の税率の引上げ

上場株式等の配当所得および譲渡所得等に係る軽減税率の廃止

中学生の「税についての作文」受賞者
　本所・向島納税貯蓄組合連合会では、区内の中学生を対象に「税について
の作文」を募集し、審査の結果、次の方々が受賞されました。

受賞者氏名等（敬称略）
本所納税貯蓄組合連合会 向島納税貯蓄組合連合会

【東京国税局管内納税貯蓄組合連合会優秀賞】
飯島由理（錦糸中）

【東京国税局管内納税貯蓄組合連合会優秀賞】
白石優花（寺島中）

【東京納税貯蓄組合総連合会会長賞】
宮田悠里（両国中）、郷 卯蘭（錦糸中）

【東京納税貯蓄組合総連合会会長賞】
佐藤有里（吾嬬立花中）

【本所税務署長賞】
髙橋康平（日大一中）

【向島税務署長賞】
亀田 百合花（吾嬬立花中）、長澤美宙（文花中）

【東京都墨田都税事務所長賞】
臼井 さくら（都立両国高附属中）

【東京都墨田都税事務所長賞】
小澤宥芽（寺島中）

【墨田区長賞】
山本晴菜（本所中）

【墨田区長賞】
山本 穂乃華（文花中）

【本所納税貯蓄組合連合会会長賞】
門田紗織（日大一中）

【向島納税貯蓄組合連合会会長賞】
塚本 賢、戸田 美波子（吾嬬第二中）

【東京税理士会本所支部長賞】
佐藤成美（錦糸中）

【東京税理士会向島支部長賞】
林 里音（桜堤中）

【本所納税貯蓄組合連合会優秀賞】
中郡梨子、鈴木 遥（両国中）、桜井雅弘、
中田航成（安田学園中）、貝沼風佳、辻 嶺、
鳥居拓真、竹林優作（本所中）、浅川健也、
土井諒香、大澤菜央、佐藤瑠華、東 梨花子

（日大一中）、鈴木希望、小池胡桃（錦糸中）、
藤本結衣、本田 麻里子、森田晴樹（都立両
国高附属中）、圓本真子（竪川中）、渡辺真由、
雁部実夏、古川杏実（墨田中）

【向島納税貯蓄組合連合会優秀賞】
成田 いずみ（文花中）、吉成美咲（寺島中）、
宇土秋良、佐藤里奈（桜堤中）、髙島佑奈

（吾嬬第二中）、五十嵐 萌恵（吾嬬立花中）

小学生の「税に関する絵はがきコンクール」受賞者
　本所・向島法人会女性部会では、区内の小学校6年生を対象に「税に関す
る絵はがきコンクール」を実施し、審査の結果、次の方々が受賞されました。

受賞者氏名等（敬称略）
公益社団法人本所法人会 公益社団法人向島法人会

【墨田区長賞】
栗山 耕太朗（緑小）

【墨田区長賞】
渡邉直斗（隅田小）

【本所税務署長賞】
世羅雪月（緑小）

【向島税務署長賞】
牧野杏奈（第二寺島小）

【東京都墨田都税事務所長賞】
守屋琴菜（緑小）

【東京都墨田都税事務所長賞】
芳澤麿大（第二寺島小）

【墨田区教育委員会賞】
松橋優衣（菊川小）

【墨田区教育委員会賞】
宇田川 慧（第二寺島小）

【本所法人会長賞】
戸梶 工（外手小）

【向島法人会長賞】
塚越珠貴（八広小）

【本所法人会女性部会長賞】
野々村 香花（二葉小）

【向島法人会女性部会長賞】
鞍﨑莉生（隅田小）

【入選】
村田智紀（小梅小）、染谷萌菜（業平小）、
落合祐輔（中和小）、鈴木 康太郎（言問小）、
遠藤雅世（外手小）、李 定易（両国小）、
小松崎 妃麟（二葉小）、佐々木 愛梨（横川小）、
青木花菜（菊川小）、伊藤史織（緑小）

【入選】
舘岡優音、服部さくら、渡邊莉子（第二寺島
小）、大和田 海周、徳田理央、中根 麻里亜

（隅田小）、新名希平（曳舟小）、安吉 旭（中川
小）、長根光舞（第四吾嬬小）、早川徹大（八広
小）

■住宅借入金等特別税額控除の延長および拡充の概要
居住開始年月日 控除限度額

改正前 平成25年12月31日まで 所得税の課税総所得金額 ×5％
（最高9万7500円）改正後 26年1月1日～ 3月31日

26年4月1日～ 29年12月31日 所得税の課税総所得金額 ×7％
（最高13万6500円）

 拡充後の控除額の適用を受けられるのは、住宅に適用される消費税の税率が8％である
場合に限ります。それ以外の場合の控除限度額は、所得税の課税総所得金額 ×5％（最
高9万7500円）です。

れ、26年1月1日以後は、本則税
率の 20％（所得税 15％、住民税
5％）が適用されます。

■原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪等
区分 税額

26年度まで 27年度から
原
動
機
付
自
転
車

排気量50cc 以下または定格出力0.6kw 以下 1000円 2000円
排 気 量50cc 超90cc 以 下 ま た は 定 格 出 力
0.6kw 超0.8kw 以下

1200円 2000円

排気量90cc 超125cc 以下または定格出力
0.8kw 超1kw 以下

1600円 2400円

ミニカー（排気量50cc以下で輪距が50cm以上）2500円 3700円
小型特殊自動車（農耕作業用） 1600円 2400円
小型特殊自動車（その他） 4700円 5900円
軽二輪（排気量125cc 超250cc 以下）、ボートトレー
ラー等

2400円 3600円

二輪の小型自動車（排気量250cc 超） 4000円 6000円
 すべての車両に新税率が適用されます。

■軽自動車
区分 税額

26年度まで 27年度から
三輪 3100円 3900円
乗用 自家用 7200円 1万800円

営業用 5500円 6900円
貨物 自家用 4000円 5000円

営業用 3000円 3800円
 平成27年4月1日以降に新規登録する車両から新税率が適用されます。
 27年3月31日までに新規登録をした車両（初めて車両番号の指定を受けた車両）は、現行
税率（26年度と同じ税額）が適用されます。

■上場株式等の配当所得および譲渡所得等に係る軽減税率廃止の概要
期間 税率

改正前 平成25年12月31日まで 10％（所得税7％、住民税3％）
改正後 26年1月1日から 20％（所得税15％、住民税5％）

 本則税率20％が適用されるのは、所得税が平成26年分から、住民税が27年度からとな
ります。
 上記所得税と併せて、復興特別所得税が課されます。

■国税（所得税の確定申告、e-Taxの利用方法、所得税の住宅ローン控除、
贈与税、消費税など）

▲

本所税務署（業平1－7－2） ‹3623－5171

▲

向島税務署（東向島2－7－14） ‹3614－5231
＊ 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」からは、確定申告書の

作成・印刷や、e-Taxを利用して直接、電子申告をすることもできます。
■都税（固定資産税、個人事業税など）

▲

墨田都税事務所（両国4－29－4） ‹5669－0138
＊ 個人事業税・法人事業税・法人都民税・地方法人特別税については、台東

都税事務所（台東区雷門1－6－1）‹3841－1271にお問い合わせください。


